
 

 

 

 

 

（生涯学習課内）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県庁新館２階県民サロン内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子や家族のふれあいを深め、子どもたちの体験学習の機会の充実を図るため、滋賀県では

「家族ふれあいサンデー」(第３日曜日) と「体験学習の日」(毎週土曜日) に県立施設の無料

開放を行っています。 

スマイルカード（見本は 17ページ）を活用して、家族で県立施設にお出かけください。 

※ 高校生以下の方は、いつでも常設展示の入館（場）が無料です。 

  体験学習の日も、スマイルカードがなくても高校生世代以下は入場料無料となります。 

※ 家族ふれあいサンデーの対象者が「高校生世代以下の子ども連れの家族」に変更になり 

  ましたので、ご注意ください。 

※ 県内在住等が証明できるものがあれば、スマイルカードがなくても利用可能です。 

※ スマイルカードは、以下の広報誌に掲載する予定です。切り取ってご利用ください。 

  ・「教育しが ４月号」 

・「滋賀プラスワン 春号 秋号」 

５ 資料編 

「しが生涯学習スクエア」では、ＰＴＡ活動をはじめ、県民の皆さんの主体的な学びを応援

するため、各種学習情報の提供や学習相談など、生涯学習の振興に関する様々な支援を総合的

に行っています。 

ＤＶＤなどの視聴覚教材の貸出と併せて、プロジェクターやスクリーン等の機材も貸し出し

ています。 

  ＴＥＬ 077－528－4652  ＦＡＸ 077－528－4962 
受付時間 月～金曜日 (祝日・夏季集中休暇・年末年始を除く) 8：45 ～ 17：00 

来庁者の方々に向けて、学習情報を提供する「しが生涯学習サテライト」のコーナーを、県

庁新館２階県民サロン内に設置しています。 

「しが生涯学習サテライト」では、各種パンフレットや様々な講座のチラシ等で、生涯学習

に関する最新の情報を提供しています。また、地域や職場での研修等に活用していただける視

聴覚教材の紹介もしています。 

開設時間 月～金曜日 （祝日・夏季集中休暇・年末年始を除く） ９：00 ～ 17：00 
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「家族ふれあいサンデー」と「体験学習の日」の違いについて

家族ふれあいサンデー 体験学習の日

開始時期

昭和５４年～

「家庭の日」の運動に呼応し、家族のふれあいを
深める運動を積極的に推進したことがきっかけ
となり始まる。

平成４年～

学校週５日制（第２土曜日）が始まり、土曜日に
子どもたちが過ごす場を提供するために、子ど
もを対象に県立施設を無料開放したことが
きっかけとなり始まる。

趣旨・目的
家族で一緒に出かける機会を提供し、
家族のふれあいや絆を深める。

子どもたちの体験学習の機会を提供し、
「生きる力」や「豊かな心」を育む。

対象日 毎月第３日曜日 毎週土曜日

対象者
県内に在住する
高校生世代以下の子どもを連れた家族

県内に在住または県内の学校・園に
在学・在園している高校生世代以下の子ども

対象施設

醒井養鱒場（入場料）
安土城考古博物館（常設展示の観覧料）
琵琶湖博物館（常設展示の観覧料）
美術館（常設展示の観覧料）
陶芸の森陶芸館（企画展示の観覧料）
※令和７年１月から、高校生世代以下の方の入場料は無料になっています。

★各施設の開館状況等をご確認のうえ、お出かけください。

スマイルカードは、「教育しが４月号」「滋賀プラスワン春号・秋号」に掲載予定です。
お持ちでない場合は、滋賀県に在住または在学していることがわかるもの
（運転免許証、マイナンバーカード、生徒手帳など）でも、同様のサービスを受けられます。

問合せ先 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 ＴＥＬ 077-528-4654
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小学校（「食の匠」の食育出張講座：和食）   中学校（地球にやさしく！くらし見直し隊） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「連携授業の実践例」、分野別「学校支援メニュー」一覧は、滋賀県学習情報提供シス 

テム「におねっと」（ https://www.nionet.jp/ ）に掲載しています。 

   
 

現在の登録数 

登録団体数：２２７団体 

メニュー数：３６１ 

（令和８年３月１日現在） 

「しが学校支援センター」による連携授業の実践例をホームページ「におねっと」に掲載しています！ 

ぜひ、滋賀県学習情報提供システム「におねっと」をご覧ください！ 

県では、豊富な知識や経験を持った地域の人々・

企業・ＮＰＯ等団体が、学校の教育活動を支援する

仕組みづくりを推進しています。 

具体的には、「しが学校支援センター」が、出前授

業等の依頼があった学校と支援者をつなぎ、連携授

業などを進めています。 

なお、校外学習施設見学やＰＴＡ親子活動や保護

者を対象とした「学校支援メニュー」も登録されて

おりますので、ぜひご活用ください。 

令
和
６
年
３
月 

「し
が
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」 
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★訪問型家庭教育支援 

 

 

 

 

 

 

 

★滋賀県子ども基本条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県では、「滋賀県子ども基本条例」を令和７年４月に施行しました。 
 
子どもの権利が守られる社会づくりを社会全体で推進することを定めるほ

か、県、保護者、学校等、事業者、県民の責務を明記しています。 
 
滋賀県は、子どもの権利が守られ、全ての子どもが心身ともに健やかに安心

して成長することができる社会の実現を目指します。 

詳細は、県ホームページを御覧ください。 

 

 

 

 

 

また、「滋賀県子ども基本条例」に基づき、滋賀県では子どもの権利を守るた

めに、「滋賀県子どもの権利委員会」を設置しています。 

滋賀県子どもの権利委員会は、相談だけでは解決が難しい子どもの権利に関

する悩みや困りごとについて、子どもの気持ちや考えに寄り添い、子どもにとっ

てより良い解決方法を一緒に考え、問題解決に向けた活動を行います。 

これまでの「訪問型家庭教育支援」の取組では、次のような効果が見られました。 

・関係機関への相談 

・保護者の不安や悩みの改善 

・子どもの状態の改善 

・行き渋りや不登校傾向の改善 

・学校と家庭のつながり 

・支援員との連携による教職員の負担軽減 

 

詳細はリーフレットで紹介していますので御覧ください。           【二次元コード】 

【ＵＲＬ】                             

https://www.nionet.jp/lldivision/community_school/index.html 

【URL】 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kos

odatekyouiku/kosodate/342517.html 

【二次元コード】 
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